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令和元年11月28日 

在ガーナ日本国大使館 領事班 

Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra 
P.O.Box GP1637, Accra 

Phone: 030-2765060 Fax: 030-2762553 

開館時間外 Phone: 024-242-6105 

 

在留邦人の皆様へ 

 

 

 
広域情報：海外における麻しん（はしか）・風しんに関する注意喚起（その３） 

 

 

在留邦人の皆様には，日頃から当館の業務につき御理解，御協力いただきありがとうございます。本日１１月２８日，

外務省より以下の感染症広域情報が発出されておりますのでお知らせいたします。 

  

１．  世界保健機関（ＷＨＯ）による世界の麻しん発生状況の発表 

１１月２７日，ＷＨＯは，世界各地で麻しんが流行しており，２０１９年１月１日から１１月５日までの間に，１８７の加盟国か

ら４４０，２６３例の感染例が報告されたことを発表しました。 

 

（１） アフリカ地域 

複数の国で麻しんの大規模な流行が報告されています。 

マダガスカルとナイジェリアで流行中であり，新規症例は減少していますが，現在も症例が毎週報告されています。 

１１月１７日時点でコンゴ民主共和国では，合計２５０，２７０例の疑い事例と５，１１０例の関連する死亡事例が報告され

ており，前週と比べ８，０００例以上増加しています。 

１１月１３日時点でギニアでは，疑い事例４，６９０例（うち確定例１，０９１例）が報告されています。 

１１月１７日時点でチャドでは，９４パーセントの地区から疑い事例２５，５９６例が報告されています。 

 

（２） 東地中海地域 

１１月１７日時点でレバノンでは，確定例１，０６０例が報告されています。 

１１月８日現在，イエメンで確定例５，８４７例，スーダンで確定例３，６５９例，ソマリアで２，７９５例，パキスタンで確定例

１，９７８例，チュニジアで１，３６７例，イラクで１，２２２例の症例が報告されていることが懸念されています。 

 

（３） 欧州地域 

欧州では，２０１９年に多くの国での大規模な流行がありました。 

１月１日から１１月５日までに，ウクライナでは５６，８０２例，カザフスタンでは１０，１２６例，ジョージアでは３，９０４例，ロ

シアでは３，５２１例，トルコでは２，６６６例，キルギスでは２，２２８例が報告されています。このうちジョージア，ロシア，

トルコでの流行は解決しています。 

 

（４） アメリカ地域 

１月１日から１１月９日までにブラジルでは確定例１１，８８７例が報告され，多くの症例はサンパウロから報告されました。 

同時期にベネズエラでは５２０例が報告されていますが，過去１４週間で新しい症例は報告されていません。 

コロンビアでは，ベネズエラで感染したと思われる症例が２１５例報告されています。 

米国では，ニューヨークで２つの大規模で持続的な流行が宣言されており，他の州でも小規模な流行が発生していま

す。 

 

（５）東南アジア地域 

１月１日から１１月１８日までにバングラデシュでは確定例４，１８１例が報告されており，現在の症例はコックスバザール

のロヒンギャ難民キャンプに集中しています。 

ミャンマーでは５，２８６例が報告されています。 
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同時期にタイでは４，８５２例が報告されています。 

 

（６）西太平洋地域 

２０１９年早期に発生したフィリピンとベトナムでの流行により症例数が増加しましたが，現在では新しい症例は減少し

ています。 

１１月２０日現在の流行にはニュージーランドが含まれており，確定例２，０８４例が報告され，そのうち８０パーセントが

オークランドから報告されています。 

カンボジアでは４９０例が報告されており，全ての州で症例が確認されています。 

大洋州諸国では，１月１日から１１月２３日までに複数の国で流行中であり，トンガで３１０例，フィジーで１０例，米領サ

モアで２例が報告されています。 

１１月２６日時点でサモア保健省は２，４３７例（うち関連した死亡３２例）を確認し，直近２４時間のうちに２４３例が報告さ

れています。 

 

○ＷＨＯによる発表（英文） 

https://www.who.int/csr/don/26-november-2019-measles-global_situation/en/ 

 

２．日本の麻しん・風しん排除への取り組み 

（１）日本は，２０１５年３月に世界保健機関（ＷＨＯ）から，土着の麻しんウイルスが存在しない「麻しん排除国」に認定さ

れましたが，その後も海外からの輸入例を発端とした集団発生事例が報告されています。 

 また，厚生労働省は，２０２０年までの「風しん排除」の達成を目指して，海外に渡航する人，風しんに対する免疫の

不十分な人が多い３０歳代後半から５０歳代までの男性，妊娠を希望している女性などに対して，風しんの予防に関す

る啓発を行っています。 

（２）これらを踏まえ，同省は，麻しんもしくは風しんにかかった（検査で診断された）ことが明らかでない人，予防接種を

２回接種していない人または接種歴が不明な人は，予防接種を受けることを検討するよう呼びかけています。 

 

○予防接種実施機関の探し方（厚生労働省検疫所ホームページ） 

https://www.forth.go.jp/useful/vaccination02.html   

 

３．麻しんについて 

（１）麻しんは，感染力が非常に強く，空気感染や飛沫感染によって簡単に人から人に感染する急性のウイルス性発し

ん性感染症です。潜伏期間は１０～１２日で，免疫が不十分な人が感染すると高い確率で発症します。主な症状は発

熱，咳，鼻汁，結膜充血，発しんなどですが，まれに肺炎や脳炎になることがあり，先進国であっても，患者１，０００人

に１人が死亡するといわれています。 

（２）２０１８年には，全世界で３２万６千人の患者が報告されました。 

 

（参考） 

○厚生労働省ホームページ：麻しんについて 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/measles/index.html  

 

４．風しんについて 

（１）風しんは，感染力が強く，飛沫感染によって人から人に感染する急性のウイルス性発しん性感染症です。潜伏期

間は１４から２１日で，主な症状は発熱，発しん，リンパ節腫脹などですが，まれに脳炎や血小板減少性紫斑病を合併

するなど，入院加療が必要になることもあります。また，感染しても症状がでない不顕性感染が 15～30％程度存在し

ます。 

妊娠２０週頃までの妊婦が風しんウイルスに感染すると，出生児が先天性風しん症候群（ＣＲＳ）を発症し，難聴・白内

障・先天性心疾患などの病気をもって生まれてくる可能性があります。 

 近年，大規模流行の頻度は少なくなったものの，海外で感染して帰国後発症する「輸入例」の割合が増えています。 

（２）２０１８年には，アフリカ及びアジアを中心に，全世界で約１万３千人の患者が報告されました。 

 

https://www.who.int/csr/don/26-november-2019-measles-global_situation/en/
https://www.forth.go.jp/useful/vaccination02.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html
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（参考） 

○厚生労働省ホームページ：風しんについて 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/rubella/  

 

５．麻しん・風しんの予防について 

 麻しん・風しんの発生がない，あるいは非常に少ない国・地域では，滞在中に麻しんもしくは風しんを発症すると，感

染の拡大防止のため，発症した本人はもとより，同行者も移動を厳しく制限されることがあります。そのようなことを避け

るためには，麻しん・風しん混合ワクチンによる定期の予防接種を２回受け，麻しん・風しんに対する免疫をつけておく

ことが重要です。このため，麻しんもしくは風しんにかかった（検査で診断された）ことが明らかでない方が海外渡航さ

れる時には，あらかじめ母子手帳などで麻しん・風しんの予防接種歴を確認し，予防接種を２回接種していない方，ま

たは接種歴が不明な方は麻しん風しん混合ワクチンによる予防接種を検討してください。 

なお，定期の予防接種は，生後１２月から生後２４月に至るまでの間にある小児（１期接種）及び小学校就学の始期に

達する日の１年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある５歳以上７歳未満の小児（２期接種）に対して実

施しています。 

麻しん・風しんの予防接種に用いるワクチンは，麻しん・風しん２つの疾患への対策という観点から，原則として，麻し

ん風しん混合ワクチンの使用が推奨されています。 

 

（参考情報） 

○国立感染症研究所ホームページ：麻疹の発生に関するリスクアセスメント第一版 

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/measles/measles-ra-180124.pdf  

○国立感染症研究所ホームページ：風疹および先天性風疹症候群の発生に関するリスクアセスメント第三版 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubella-m-111/rubella-top/2145-rubella-related/7797-rubella-ra-

3.html  

 

６．在留届及び「たびレジ」への登録のお願い 

 海外渡航前には，万一に備え，家族や友人，職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。３

か 月 以 上 滞 在 す る 方 は ， 緊 急 事 態 に 備 え ， 必 ず 在 留 届 を 提 出 し て く だ さ い 。

（ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html ） 

 また，３か月未満の旅行や出張などの際には，海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう，外務省海外

旅行登録「たびレジ」に登録してください。（詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html 参照） 

 

（問い合わせ窓口） 

○外務省領事サービスセンター 

  住所：東京都千代田区霞が関2-2-1 

  電話：（代表）03-3580-3311（内線）2902、2903 

 

（外務省関連課室連絡先） 

○外務省領事局政策課（海外医療情報） 

  電話：（代表）03-3580-3311（内線）4475 

○海外安全ホームページ 

  https://www.anzen.mofa.go.jp （ＰＣ版，スマートフォン版） 

  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp （モバイル版） 

 

以上 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/measles/measles-ra-180124.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubella-m-111/rubella-top/2145-rubella-related/7797-rubella-ra-3.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubella-m-111/rubella-top/2145-rubella-related/7797-rubella-ra-3.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp

